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１．はじめに  

2017 年、気候関連財務情報開示タスクフォース（ Task force on Climate-related 

Financial Disclosures：TCFD）により、気候関連情報の開示推奨（TCFD 提言）が公表さ

れた。国際的に支持されている TCFD 提言に賛同を示す企業・機関数は年々増加の傾向にあ

り、2023 年 2 月 14 日現在、日本からは世界最多となる 1,211 の企業・機関が賛同してい

る。一方、ドイツの環境 NGO ジャーマン・ウォッチ（GermanWatch）によると、世界各国の

温暖化対策を比較評価する、Climate Change Performance Index 2023 年版において、日

本は前回より 5 ランク下がって、50 位という結果が示されている。特に、日本の気候変動

政策に関するスコアは 55 位と著しく低く、総合ランキングを押し下げる形となった。  

そこで本稿では、気候変動政策が日本企業の環境経営に与える影響について考察するこ

とを目的として、気候変動政策をソフトローとハードローに分類した上で分析を行う。  

 

２．分析方法  

本稿では、Science-based target（SBT）への日本企業の参加数を時系列で集計し、コー

ポレートガバナンス・コードや TCFD 提言等、法的な拘束力のないソフトローや、気候変動

適応法等の法的な拘束力のあるハードローの変遷によって、その参加数にどのような影響

が見られるか分析を行い、気候変動政策が企業の環境経営に与える影響について考察を行

う。SBT は、パリ協定の「2℃目標」に向けて、科学的根拠に基づいた削減目標を設定する

ことを推進している、国連グローバル・コンパクトを始めとする国際機関によるパートナ

ーシップである。SBT に参加を希望する企業は、目標が科学的根拠に基づいているかどう

か認定を受け、また、認定後も毎年排出量や対策の進捗を報告することが求められている。 

TCFD 提言に従い情報開示するだけでは、企業が気候変動問題に対して高いコミットメン

トを持っているとは限らないことから（日本経営倫理学会編著、2023）、本稿では、SBT へ

の参加数を、気候変動に対する企業のコミットメント、すなわち、積極的な環境経営の展
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開を表す指標と位置付け、分析を行うこととする。尚、対象期間としては、SBT が開始さ

れた 2015 年以降、2023 年 3 月末現在までと定める。  

 

３．分析結果  

SBT に参加している日本企業の推移を、表の通り整理する。また、気候変動政策を、ハ

ードローとソフトローに分類し、それぞれ <H><S>とマークして表わす。  

2015 年の SBT 設立時の日本企業参加数は 0 社、翌 2016 年も 1 社のみに留まっている。

増加の傾向に転じたのは、COP26 が開催され、また、当時の菅内閣による 2050 年カーボン

ニュートラルの宣言が、米国主催の気候サミットにおいて行われた 2021 年である。ハード

ローの観点においても、地球温暖化対策推進法の改正が行われ、特定事業所排出者の GHG 

 

 

４．結論  

本稿では、気候変動政策が、日本企業の環境経営に与える影響について考察することを

目的として、気候変動政策をソフトローとハードローに分類した上で、その影響について

考察を行った。  

気候変動のような、地球規模の大きな問題に取り組むにあたっては、 SDGs や TCFD 等の

グローバルガバナンスが与える影響は大きい。しかし、グローバルガバナンスの存在だけ

では、各国企業の環境経営を発展させるには至らず、企業の戦略に影響をもたらすような

その国の状況に見合った気候変動政策が、ソフトロー、ハードロー共に存在・発展してい

くことが、企業の環境経営を後押しする上で重要となる。企業を始めとするアクターの気

候変動対策を活発化させていくためにも、各国政府や政策の果たす役割は重要性が高い。 

 尚、気候変動対策については、現在進行形の事案であり、日々急激な変化が繰り広げら

れていることからも、今後も継続して調査を積み重ねる必要があるものと認識している。  
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排出量の国への報告義務が課せられるよ

うになった節目の年である。  

ソフトローからハードローへ発展する

段階、いわゆるソフトローとハードローが

融合する段階（2018-2021 年）が、日本企

業の SBT 参加数が増加の傾向に転じるター

ニングポイントになっている。今後、日本

における気候変動政策のハードロー化の

進展と同期を取る形で、SBT 参加数も段階

的に増加していくことが予想される。  


